
（案） 
 

   派 遣 契 約 書 

  
 
 業務名 医療的ケア看護職員配置業務 

 

 履行場所 仕様書のとおり 

 履行期間 
令和 ８年 ４月  １日  から 

令和 ９年 ３月 ３１日  まで 

 契約金額 

仕様書第３項第

１号に規定する

１号業務 

１時間あたり ￥             円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

￥     円） 

仕様書第３項第

２号に規定する

２号業務 

１日あたり                円 

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

￥     円） 

契約代金 

の支払 
第５条第４項及び第５項に定めるとおり 

 契約保証金  

 
 

  上記の業務について、派遣先と派遣元は、おのおの対等な立場における合意に基づ

いて、次の条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

  この契約の成立を証するため、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、 

各自１通を保有する。 

 

 令和  年  月  日 

 

    派 遣 先  住 所 堺市堺区南瓦町３番１号 

           名 称 堺  市 

           代表者 堺市長  永 藤 英 機 

 

    派 遣 元  住 所  

           名 称  

           代表者  
  



 

（目  的）  

第１条  派遣先及び派遣元は、派遣元が雇用する労働者を「労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」（以下「労働者派遣法」という。）

に基づき、派遣先に派遣するに当たり、次のとおり労働者派遣基本契約（以下「本契

約」という。）を締結する。  

（本契約の適用）  

第２条  本契約に定める事項は、本契約の有効期間中、特に定めのない限り、派遣先と

派遣元において別途締結する個別の労働者派遣契約に適用されるものとする。  

（労働者派遣法）  

第３条  派遣先及び派遣元は、労働者派遣を行い、又は労働者派遣を受け入れるに当た

り、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令を遵守する。  

（個別労働者派遣契約）  

第４条  派遣先及び派遣元は、派遣元が派遣先に労働者派遣を行う都度、労働者派遣法

及び同法施行規則等の定めに基づき、派遣労働者の従事する業務内容、就業場所、派

遣期間、その他労働者派遣に必要な細目について労働者派遣法第２６条第１項に規

定する労働者派遣契約（以下「派遣契約」という。）を別紙細目にて定める。  

（派遣料金）  

第５条  派遣先は、派遣契約に基づく派遣業務（以下「業務」という。）の対価として、

派遣元に対し派遣料金（仕様書第３項第１号に規定する１号業務にあっては契約金

額に実働時間数及び消費税等の税率を乗じたものをいい、同項第２号に規定する２

号業務にあっては契約金額に実働日数及び消費税等の税率を乗じたものをいう。以

下同じ。）を支払うものとする。なお、当該１号業務に従事する派遣労働者の就業が

時間外労働、深夜労働、休日労働に及ぶ場合には、派遣元は労働基準法に基づき算出

される割増金相当額を割増料金として派遣先に請求することができるものとする。  

２  派遣労働者の自宅等からの通勤費は、派遣料金に含まれるものとする。  

３  派遣先の責に帰すべき事由により派遣労働者を業務に従事させることができない

場合は、派遣先は派遣元に対し、当該業務は行われたものとして派遣契約に基づく派

遣料金を支払うものとする。  

４  仕様書第３項第１号に規定する１号業務について、派遣元は毎月の派遣実績に応

じ、当月末日までの派遣料金を派遣先に請求するものとする（ただし、１円未満の端

数が生じた場合は、端数を切り捨てた額とする。）。  

５  仕様書第３項第２号に規定する２号業務について、派遣元は次の各号に掲げる期

間の派遣実績に応じ、派遣実績の確定後に当該各号に掲げる期間の派遣料金を派遣

先に請求するものとする（ただし、１円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨て

た額とする。）。  

 (1) 令和８年４月１日から同年７月３１日まで  

 (2) 令和８年８月１日から同年１２月３１日まで  

 (3) 令和９年１月１日から同年３月３１日まで  

６  派遣先は、前２項の規定による請求を受けたときは、支払請求を受理した日から３

０日以内に派遣元に支払わなければならない。  

（交通費等）  

第６条  出張により発生した交通費、宿泊料、使用料等（昼食代を除く。）については、

派遣労働者が立て替えるものとし、派遣元は派遣労働者へ実費精算を行った後、派遣

先に対して派遣料金と併せて請求するものとする。ただし、これにより難い事情があ

る場合は、派遣元が立て替えるものとし、派遣元は派遣先に対して派遣料金と併せて

請求するものとする。  

 



 

（労働法上の責任）  

第７条  派遣先及び派遣元は、派遣労働者の業務就業に関し、労働者派遣法、労働基準

法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件、安全衛生の確保に努めるべく、

派遣先及び派遣元の関係者に対し、労働基準法その他関係諸法令を周知徹底させる

ものとする。  

２  派遣先及び派遣元は、労働者派遣法の定めるところに従って、労働基準法、労働安

全衛生法及びその他関係諸法令上の使用者としての責任を負うものとする。  

（苦情処理）  

第８条  派遣先及び派遣元は、派遣労働者から苦情の申出を受ける者を定めるととも

に、速やかにその内容を相手方に通知し、緊密な連携の下に、苦情その他派遣労働者

の就業に関し生ずる問題の適切かつ迅速な処理、解決に努めるものとする。  

２  派遣先は、派遣労働者に対するセクシュアル・ハラスメントの防止及び解決手続に

関して周知徹底するものとする。  

（派遣先指揮命令者等）  

第９条  派遣先は、派遣労働者を直接指揮命令する指揮命令者を選任する。派遣先の指

揮命令者は派遣業務の遂行について派遣契約に定める事項を遵守して派遣労働者を

指揮命令し、派遣業務以外の業務に従事せしめないようにしなければならない。  

２  派遣先は、派遣先の指揮命令者及びその他派遣先が使用する者が派遣労働者に対

して行う指揮命令等により生じた事項について責任を負うものとする。  

（派遣先責任者及び派遣元責任者）  

第１０条  派遣先及び派遣元は、自己が雇用する労働者の中から、各々の事業所ごとに

法令で定める人数の派遣先責任者及び派遣元責任者を選任し、相互に連携して派遣

労働者から申出を受けた苦情の処理、派遣先及び派遣元の間の連絡調整その他労働

者派遣法第３６条及び第４１条で定める事項を行わせなければならないものとする。 

（派遣労働者の選定）  

第１１条  派遣元は、派遣契約に基づき派遣労働者を派遣先に派遣するに当たっては、

業務の遂行に必要とされる技術、能力、経験等を有する者を選定するよう努めなけれ

ばならないものとする。  

（派遣労働者の特定等）  

第１２条  派遣契約に基づく派遣労働者の選任は派遣元が行うものとし、派遣先は派

遣契約を締結するに際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為（受け入れる

派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要請、若年者への限定、性

別の限定、派遣労働者の指名等）をしないように努めなければならないものとし、ま

た、派遣元は、これらの行為に協力してはならないものとする。ただし、派遣労働者

又は派遣労働者となろうとする者の判断で行う、派遣先又は派遣予定先への派遣就

業開始前の事業所訪問については、この限りではない。  

２  派遣労働者が就業するに当たり、遵守すべき派遣先の業務処理方法、服務規律等に

従わない場合又は業務処理の能率が著しく低く労働者派遣の目的を達し得ない場合

には、派遣先は派遣元にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の

交替等の適切な措置を要請することができる。   

３  派遣元は、前項の規定による要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改

善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。  

４  派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、派遣元は派遣先に通

知して、派遣労働者の交替を要請することができるものとする。  

５  派遣元及び派遣労働者の事情により派遣労働者の交替を要する場合、派遣元は派

遣先に対し事前に当該理由を通知し、派遣先の承認を受けるものとする。  

（業務上の災害等）  



 

第１３条  派遣労働者の業務上災害、通勤途上災害については、派遣元が労働基準法に

定める使用者の責任並びに労働者災害補償保険法に定める事業主の責任を負う。  

２  派遣先は、派遣元の行う労災申請手続等について必要な協力をしなければならな

い。  

（派遣契約期間中の中途解除等）  

第１４条  派遣先がやむをえない自己の都合により派遣契約の中途解除を行う場合は、

少なくとも３０日以上前にその旨を派遣元に通知するとともに、残余期間について

当該派遣労働者に代替の派遣就業機会を確保するものとし、これができない場合に

は、残余期間の派遣料金を派遣元に支払うものとする。  

２  派遣契約の期間にかかわらず、派遣契約の更新を繰り返して１年を超え、当該派遣

契約を更新せずに終了する場合には、派遣先は、派遣元に対して当該派遣契約の期間

満了の３０日前までにその旨の予告を行うものとする。  

（紛争の処理解決）  

第１５条  派遣労働者が業務の遂行に当たり、派遣元又は派遣労働者の故意若しくは

重大な過失により、派遣先又は第三者に人的、物的損害を与え、紛争を生ぜしめた時

は、派遣先は速やかに、これを派遣元に報告することとし、原則、派遣元の責任と負

担において処理解決するものとする。ただし、派遣労働者に対する指揮命令の過失そ

の他派遣先の責に帰すべき事由による場合又は派遣元の派遣労働者の選任及び監督

について法の定める派遣元としての義務を遵守し、かつ派遣元として相当の注意を

なしたとしても損害が生じたであろうと認められる場合は、この限りではない。  

（派遣労働者に関する個人情報の保護）  

第１６条  派遣先及び派遣元は、業務上知り得た派遣労働者の個人情報について、合理

的な理由なく派遣先及び派遣元の職員又は第三者に開示し、又は漏洩してはならな

いものとする。  

（秘密の保持）  

第１７条  派遣元は、業務遂行中知り得た一切の事項を他に漏洩してはならない。本契

約が期間満了又は解除等により終了した後においても同様とする。  

２  派遣元は、本契約の履行に関し、個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に

関する法律（平成１５年法律第５７号）と併せ、別記「個人情報取扱特記事項」を遵

守しなければならない。  

３  派遣元は、本契約により自己が雇用する労働者を派遣するときは、当該労働者に対

し、前２項に規定する義務を派遣元と同様に遵守させなければならず、かつ、個人情

報の保護については派遣先の職員と同等の責務を有することを周知しなければなら

ない。  

（権利義務の譲渡禁止）  

第１８条  派遣元は、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、

又はその権利を担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、派遣先の承諾

を得た場合は、この限りでない。  

（再委託の禁止）  

第１９条  派遣元は、本契約の履行について、業務を第三者に委任し、又は請け負わせ

ること（以下「再委託」という。）はできない。ただし、業務の一部について相当の

理由があるときは、この限りでない。  

（再委託の届出等）  

第２０条  前条ただし書の規定により業務の一部について再委託する場合、派遣元は、

あらかじめ派遣先と協議し、再委託しようとする相手方（以下「再委託先」という。）

の商号又は名称並びに業務のうち再委託する部分及び再委託する理由その他派遣先

が必要とする事項を、書面をもって派遣先に届け出なければならない。  



 

２  派遣元が前項の規定により、業務の一部を再委託するときは、次のとおりとする。  

（１）派遣元は、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱（平成１１年制

定）第２条第１項の規定による入札参加停止を受けた者（以下「入札参加停止者」

という。）及び堺市契約関係暴力団排除措置要綱（平成２４年制定）第３条第１項

の規定による入札参加除外を受けた者（以下「入札参加除外者」という。）並びに

第２４条第１項第６号に該当する者を再委託先としてはならない。  

（２）派遣元は、再委託先の行為の全てについて責任を負うものとする。  

３  派遣元は、第１項の規定により、業務の一部を再委託したとき並びに派遣元及び再

委託先が資材又は原材料の購入契約その他の契約をしたときの相手方（以下「再委託

先等」という。）が堺市暴力団排除条例（平成２４年条例第３５号。以下「暴排条例」

という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下単に「暴力団員」という。）又は

同条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下単に「暴力団密接関係者」という。）

でないことをそれぞれが表明した誓約書を徴収し、派遣先に提出しなければならな

い。ただし、派遣先が必要でないと判断した場合は、この限りでない。  

４  派遣先は、派遣元が第１項の規定による届出を経ずに再委託した場合、入札参加停

止者を再委託先とした場合又は入札参加除外者若しくは第２４条第１項第６号に該

当する者を再委託先等としている場合は、派遣元に対して、当該再委託先等との契約

の解除を求めることができる。この場合において、当該契約の解除を行った場合にお

ける一切の責任は、派遣元が負うものとする。  

 （不当介入に対する措置）  

第２１条  派遣元は、本契約の履行に当たり暴力団員又は暴力団密接関係者から、暴排

条例第２条第１号に規定する暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要

求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）を受けたときは、

直ちに派遣先に報告するとともに、警察に届け出なければならない。  

２  派遣元は、再委託先等が暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたと

きは、直ちに派遣先に報告するとともに、当該再委託先等に対して、警察に届け出る

よう指導しなければならない。  

３  派遣先は、派遣元が派遣先に対し、前２項に規定する報告をしなかったときは、暴

排条例に基づく公表及び入札参加停止措置を行うことができる。  

４  派遣先は、派遣元又は再委託先等が不当介入を受けたことにより本契約の履行に

ついて遅延等が発生するおそれがあると認めるときは、派遣元が第１項の規定によ

る報告及び届出又は第２項の規定による報告及び指導を行った場合に限り、必要に

応じて履行期間の延長等の措置をとるものとする。  

（事情変更）  

第２２条  派遣先及び派遣元は、本契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変、法令の

制定又は改廃その他著しい事情の変更により、本契約又は派遣契約に定める条件が

不適当となったと認められる場合には、法令の制定又は改廃により派遣元の負担増

となった部分について本契約及び派遣契約の全部又は一部を変更することができる。 

２  前項に掲げる事由以外の事情変更によるときは、合理的に正当化される範囲で、本

契約及び派遣契約の全部又は一部を変更することができる。  

（関係書類の提出等）  

第２３条  派遣元は、本契約に基づく業務の実施にあたり、次の書類（派遣先の指定す

る様式によるものをいう。）を派遣先に提出しなければならない。  

①  秘密の保持に係る誓約書  

②  業務従事者届  

③  業務従事者からの情報の保護に関する誓約書  

④  セキュリティ等に関する社員教育の実績書及び計画書  



 

２  派遣元は、業務が完了したときは、派遣先に対して業務完了届を提出しなければな

らない。  

３  派遣先は、前２項に掲げる書類のほか、業務に関し必要な関係書類を派遣元に提出

させることができる。  

（派遣先の契約解除権）  

第２４条  派遣先は、堺市契約規則（昭和５０年規則第２７号）第４３条に定めるもの

のほか、派遣元が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができ

る。  

①  業務履行上の過失、不手際が度重なったとき。  

②  派遣元について、破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算のいずれかの申立

てがあったとき又はこれと同視しうる経営危機に陥ったと認められるとき。  

③  第１７条の規定に違反したとき。  

④  第２０条第４項の規定により、派遣先から再委託先等との契約の解除を求められ

た場合において、派遣元がこれに従わなかったとき。  

⑤  前各号に定めるもののほか、派遣元の責に帰すべき理由により、契約の目的を達

することができないと認められるとき。  

⑥  暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるとき。  

２  派遣元は、前項の規定により契約を解除された場合は、派遣料金の１００分の１０

に相当する額を違約金として、派遣先の指定する期限までに派遣先に支払わなけれ

ばならない。  

３  前項の規定は、派遣先に生じた現実の損害額が同項の違約金の額を超える場合に

おいて、その超過分につき、派遣先が派遣元に対し損害賠償を請求することを妨げる

ものではない。  

（派遣元の契約解除権）  

第２５条  派遣元は、派遣先が本契約に違反し、業務を履行することができなくなった

ときは、契約を解除することができる。この場合において、派遣元が損害を受けたと

きは、派遣先に対してその賠償を請求することができる。  

（協議による契約解除）  

第２６条  派遣先は、必要があると認めるときは、派遣元の承諾を得て、本契約を解除

することができる。この場合において、派遣元が損害を受けたときは、これを賠償し

なければならない。  

（不正な行為等に係る賠償額の予約）  

第２７条  派遣元は、本契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解

除の有無にかかわらず、かつ、派遣先が損害の発生及び損害額を立証することを要す

ることなく、派遣元は、派遣料金の１０分の２に相当する額に、当該派遣料金の支払

が完了した日から政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５

６号）第８条第１項に規定する財務大臣が決定する率（以下「支払遅延防止法の率」

という。）で計算した額の利息を加算した額を損害賠償金として派遣先に支払わなけ

ればならない。本契約が履行された後についても、また同様とする。  

①  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以

下「独禁法」という。）第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反すると

して、独禁法第７条、第８条の２又は第２０条の規定による排除措置命令（独禁法

第２条第９項第３号に該当する行為及び不公正な取引方法（昭和５７年公正取引委

員会告示第１５号）第６項に規定する不当廉売に係るものを除く。）を受けた場合

であって、独禁法第８章第２節に規定する手続を経て当該排除措置命令が確定した

とき。  

②  独禁法第３条、第６条、第８条又は第１９条の規定に違反するとして、独禁法第



 

７条の２第１項（独禁法第８条の３において読み替えて準用する場合を含む。）、

第７条の９第１項若しくは第２項、第２０条の２、第２０条の３、第２０条の５又

は第２０条の６の規定により課徴金の納付命令を受けた場合であって、独禁法第８

章第２節に規定する手続を経て当該課徴金納付命令が確定したとき。  

③  前２号に掲げる場合のほか、独禁法第７条の２第１項（独禁法第８条の３におい

て読み替えて準用する場合を含む。）の規定により課徴金を納付すべき場合であっ

て、納付命令を受けなかったとき。  

④派遣元が、独禁法第７７条に規定する抗告訴訟を提起し、当該訴訟について請求の

棄却又は訴えの却下の判決が確定したとき。  

⑤  派遣元又はその役員、使用人その他これらに類する者が、刑法（明治４０年法律

第４５号）第９６条の６若しくは第１９８条又は独禁法第８９条第１項若しくは第

９５条第１項第１号の規定に該当し、刑が確定（執行猶予の場合を含む。）したと

き。  

⑥  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６条）第１６７条の４第２項第２号に該

当すると派遣先が認めるとき。  

２  前項（第５号及び第６号を除く。）の規定は、独禁法第２条の２第１２項に規定す

る事前通知の対象となる行為であって派遣先が特に認めるものについては、これを

適用しないものとする。  

３  第１項の規定は、派遣先に生じた現実の損害額が同項の損害賠償金の額を超える

場合において、その超過分につき、派遣先が派遣元に対し損害賠償の請求を妨げるも

のではない。  

（損害賠償）  

第２８条  派遣先及び派遣元は、本契約又は派遣契約に違反し、又はその責に帰すべき

事由により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。  

２  派遣元は、派遣労働者が派遣業務遂行にあたり、派遣先の指揮命令に反し、故意又

は重大な過失により派遣先に損害を与えた場合は、派遣元は派遣先にその損害を賠

償するものとする。ただし、その損害が派遣先の指揮命令者その他派遣先が使用する

者の派遣労働者に対する指揮命令等により生じた場合その他派遣先の責に帰すべき

事由による場合は、この限りでない。  

（契約保証金）  

第２９条  派遣元は、本契約の締結と同時に、現金又は国債、地方債その他の有価証券

で派遣先が確実と認めるものにより、契約保証金を納付しなければならない。ただ

し、派遣先がその必要がないと認めたときは、派遣元は契約保証金の納付を免除され

る。  

２  前項の規定により契約保証金を納付した場合、当該契約保証金は、本契約に基づく

派遣元の債務が完了したときに返還する。  

３  契約保証金には利子を付さない。  

（違約金等への充当）  

第３０条  第２４条第１項の規定に基づき、派遣元が本契約を解除した場合において、

前条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われていると

きは、派遣先は、当該契約保証金又は担保をもって第２４条第２項に規定する違約金

に充当することができる。この契約に基づき、派遣先が派遣元に対して賠償金又は損

害金の請求権を有するときも、また同様とする。  

（賠償金等の徴収）  

第３１条  派遣元が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を派遣先の指定する期

間内に支払わないときは、派遣先は、その支払わない額に派遣先の指定する期間を経

過した日から支払の日までの日数に応じ、当該契約締結の日における支払遅延防止



 

法の率で計算した利息を付した額と、派遣先の支払うべき派遣料金とを相殺し、なお

不足があるときは追徴する。  

２  前項の規定による追徴をする場合には、派遣先は、派遣元から遅延日数につき、当

該契約締結の日における支払遅延防止法の率で計算した額の延滞金を徴収する。  

（変更の届出）  

第３２条  派遣元について、名称、所在地、代表者、受任者及び使用印鑑のいずれかの

変更があったときは、速やかに派遣先に届け出なければならない。  

（合意管轄）  

第３３条  本契約及び派遣契約に関する紛争については、派遣先の所在地を管轄する

裁判所に行うものとする。  

（協議事項）  

第３４条  本契約に定めのない事項並びに本契約の事項に疑義を生じた場合は、その

都度、派遣先及び派遣元の双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。  



 

別記 

個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１ 派遣元は、この契約による業務（以下「本件業務」という。）を行うに当たり、個人情報を取り

扱う際には、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下｢法｣という。）を遵守し、

同法第６６条第２項の個人情報取扱事務の派遣元として、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の

権利利益を侵害することのないよう適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 派遣元は、本件業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に

使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（罰則の教示等） 

第３ 派遣元は、本件業務に従事している者に対し、在職中だけではなく退職後においても本件業務に

関して知り得た個人情報を正当な理由なく他に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、

その他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

２ 派遣元は、前項の周知の際に、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第１７６条又

は第１８０条の違反行為をしたときは、法により懲役又は罰金に処されること（法第１８３条により、

日本国外においてこれらの違反行為をした者についても適用されることを含む。）を教示しなければ

ならない。 

３ 派遣元は、本件業務に従事している者又は従事していた者が、法第１７８条、第１７９条又は第１

８２条の違反行為をしたときは、法第１８４条により、派遣元に対しても、罰金刑が科されることを

十分認識し、本件業務を処理しなければならない。 

（収集の制限） 

第４ 派遣元は、本件業務を処理するために個人情報を収集するときは、当該処理に必要な範囲内で、

適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（適正管理） 

第５ 派遣元は、本件業務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損の防止その他個人情報の適

正な管理のため、次の各号に掲げる措置のほか必要な措置を講じなければならない。 

(1) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管する

こと。 

(2) 派遣先が指定した場所へ持ち出す場合又は派遣先が事前に承諾した場合を除き、個人情報を定め

られた場所から持ち出さないこと。持ち出しの承諾を得た場合においても、パスワード、ICカード、

生体情報等（以下「パスワード等」という。）を使用して権限を識別する機能（以下「認証機能」と

いう。）を設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。 

(3) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失又は毀損その他の事故を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維

持に責任を負うこと。特に事故を防ぐため、複数の者による確認やチェックリストの活用等の必要

な措置を講ずること。 

(4) 個人情報の漏えい等の防止のため、個人情報の秘匿性等その内容に応じてスマートフォン、ＵＳ

Ｂメモリ等の記録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限を行うこと。また、

作業場所に、私用電子計算機、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込ませない等の漏えいを防

止する措置を講ずること。 

(5) 個人情報を利用する作業を行う電子計算機に、個人情報の漏えいにつながると考えられるアプリ

ケーションをインストールしないこと。また、アプリケーションやソフトウェアに関する公開され

た脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置（導入したソフトウェアを

常に最新の状態に保つことを含む。）を講ずること。 

(6) 本件業務に着手する前に、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上その他本件業

務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施すること。 

(7) 派遣元は、本件業務の個人情報を情報システムで取り扱う場合、個人情報の秘匿性等その内容に

応じて、以下のとおり安全を確保しなければならない。 

ア （アクセス制御）パスワード等の管理に関する定めを整備（その定期又は随時の見直しを含む。）

し、ＩＤやパスワードを設定する等のアクセス制御のために必要な措置を講ずること。 

イ （アクセス記録）当該個人情報へのアクセス状況を記録し、その記録（以下「アクセス記録」

という。）を一定の期間保存し、及び必要に応じてアクセス記録を分析する等の措置を講ずるこ

と。 

ウ （アクセス記録）アクセス記録の改ざん、窃取又は不正な消去の防止のために必要な措置を講



 

ずること。 

エ （アクセス状況の監視）当該個人情報への不適切なアクセスの監視のため、個人情報を含む又

は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた場合には、必要に

応じて警告表示がなされる機能の設定、当該設定の定期的確認等の措置を講ずること。 

オ （管理者権限の設定）情報システムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化

及び内部からの不正操作等の防止のため、当該特権を必要最小限とする等の措置を講ずること。 

カ （外部からの不正アクセスの防止）個人情報を取り扱う情報システムへの外部からの不正アク

セスを防止するため、ファイアウォールの設定による経路制御等の必要な措置を講ずること。 

キ （情報システムにおける個人情報の処理）個人情報について、一時的に加工等の処理を行うた

め複製等を行う場合には、その対象を必要最小限に限り、処理終了後は速やかに再利用できない

状態まで消去し、不正利用を防止するため必要な対策を講ずること。 

ク (暗号化) 情報の不正利用を防止するために必要な暗号化を講ずること。 

ケ (端末の限定)本件業務を処理する端末を限定するために必要な措置を講ずること。 

 コ (端末の盗難防止等)端末の盗難又は紛失の防止のため、端末の固定、執務室の施錠等の必要な

措置を講ずること。 

 サ (第三者の閲覧防止)端末の使用に当たっては、個人情報が第三者に閲覧されることがないよう、

使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹底する等の必要な措置を講ずるこ

と。 

 シ （入力情報の照合等）情報システムで取り扱う個人情報の重要度に応じて、入力原票と入力内

容との照合、処理前後の当該個人情報の内容の確認、既存の個人情報との照合等を行うこと。 

 ス （バックアップ）個人情報の重要度に応じて、復元可能なバックアップを作成し、分散保管す

るために必要な措置を講ずること。 

 セ (情報システム設計書等の管理)個人情報に係る情報システムの設計書、構成図等の文書につい

て外部に知られることがないよう、その保管、複製、廃棄等について必要な措置を講ずること。 

 ソ (入退管理)個人情報を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設置する室その他の区域（以下「情

報システム室等」という。）に立ち入る権限を有する者を定めるとともに、用件の確認、入退の

記録、部外者についての識別化、部外者が立ち入る場合の従事者の立会い又は監視設備による監

視、外部電磁的記録媒体等の持込み、利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずること。

また、個人情報を記録する媒体を保管するための施設（以下「保管施設」という。）を設けてい

る場合においても、必要があると認めるときは、同様の措置を講ずること。 

 タ (入退管理)情報システム室等について、必要があると認めるときは、出入口の特定化による入

退の管理の容易化、所在表示の制限等の措置を講ずること。 

 チ (入退管理)情報システム室等及び保管施設の入退の管理について、必要があると認めるときは、

立入りに係る認証機能を設定し、及びパスワード等の管理に関する定めを整備（その定期又は随

時の見直しを含む。）し、ＩＤやパスワードを設定する等の入退の管理に関する必要な措置を講

ずること。 

 ツ (情報システム室等の管理)外部からの不正な侵入に備え、情報システム室等及び保管施設に施

錠装置、警報装置及び監視設備の設置等の措置を講ずること。 

 テ (情報システム室等の管理)災害等に備え、情報システム室等及び保管施設に耐震、防火、防煙、

防水等の必要な措置を講ずるとともに、サーバ等の機器の予備電源の確保、配線の損傷防止等の

措置を講ずること。 

（返還、廃棄等） 

第６ 派遣元は、本件業務を処理するために派遣先から提供され、又は自らが収集した個人情報につい

て、保有する必要がなくなった、又はこの契約が終了し、若しくは解除されたときは、派遣先の指定

した方法により、確実かつ速やかに返還若しくは引き渡し又は消去若しくは廃棄しなければならない。 

２ 派遣元は、個人情報の消去又は廃棄に際して派遣先から立会いを求められた場合は、これに応じな

ければならない。 

３ 派遣元は、本件業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記

録媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければなら

ない。 

４ 派遣元は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時及び消去又は廃棄の内

容を記録し、書面で派遣先に報告しなければならない。 

（再委託の禁止） 

第７ 派遣元は、本件業務を処理するための個人情報については、自ら取り扱うものとし、第三者

（以下「再委託先」という。）にその処理を委託してはならない。 



 

２ 前項の規定に関わらず、事前に再委託先の商号又は名称、再委託する業務の内容、再委託する理由、

その他派遣先が必要とする事項を記載した書面をもって申請し、派遣先が事前に承諾した場合に限り、

派遣元は、本件業務の一部を再委託先に委託することができる。この場合において、派遣元は、再委

託先に対し、派遣元と同様の義務を負わせ、その遵守を監督しなければならない。 

３ 派遣元は、前項の規定により、本件業務の一部を再委託したときは、その契約内容を速やかに書面

で派遣先に報告しなければならない。 

４ 派遣元は、再委託先の当該業務に関する行為及びその結果について、再委託先との契約の内容にか

かわらず、派遣先に対して責任を負うものとする。 

（目的外の使用等の禁止） 

第８ 派遣元は、派遣先の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務に関して知り得た個人情報を、本

件業務を処理する以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複写及び複製の禁止） 

第９ 派遣元は、派遣先の指示又は承諾がある場合を除き、本件業務を処理するために、派遣先から提

供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（定期報告及び緊急時報告） 

第１０ 派遣元は、派派遣先から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに

報告しなければならない。 

２ 派遣元は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならな

い。 

（監査又は検査） 

第１１ 派遣先は、本件業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講

じられているかどうか検証及び確認するため、必要に応じて派遣元及び再委託先に対して、監査又は

検査（実地検査含む。）を行うことができる。 

２ 派遣先は、前項の目的を達するため、派遣元に対して必要な情報を求め、又は本件業務の処理に関

して必要な指示をすることができる。 

（事故発生時における報告） 

第１２ 派遣元は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあると認め

るときは、その旨を速やかに派遣先に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

２ 派遣元は、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ずること。ただし、外部か

らの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑われる場合には、当該端末等からの通信を遮断するな

ど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う（従事者に行わせることを含む。）

ものとする。 

３ 派遣元は、前々項の規定による報告後も、事故の発生した経緯、被害状況等を継続して調査し報告

しなければならない。 

４ 派遣先は、派遣元から事故発生に関する報告があった場合、市民に対して適切な説明責任を果たす

ため、必要な範囲においてその内容を公表することができる。 

（損害賠償） 

第１３ 派遣元は、この個人情報取扱特記事項に違反したことにより、派遣先又は第三者に損害を与え

たときは、その損害を賠償しなければならない。 

（契約の解除） 

第１４ 派遣先は、派遣元がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、この契約を解

除することができる。 

（協議） 

第１５ 派遣元は、本業務の仕様書に定めのない方法で個人情報を取り扱う場合には、予め派遣先と協

議を行うこと。 


